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建設事業無災害表彰の伝達式を執り行い、受賞を称えました。 

表彰事業場 （株）西村組 

工 事 名 元稲府漁港外１港 北防波堤その他工事 

発 注 者 網走開発建設部 

（安全衛生活動の好事例①） 
〇通信一体型遠隔監視カメラの設置 
元稲府漁港と紋別港の２か所（距離：48km 移動時間：55分）での施工となることから、監理

技術者が離れた場所からでも現場の進捗や作業状況をリアルタイムで確認できるよう、モバイル
通信を利用した通信一体型遠隔監視カメラであるG-camを両現場内に設置しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（安全衛生活動の好事例②） 
〇建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育 
 ヒューマンエラーの防止や重機災害の撲滅と基本ルールの徹底などについて受講し、安全に対
する基本姿勢を再確認しました。特に、ヒューマンエラーに対する認識が深まり、指差呼称の励
行や作業手順の遵守といった基本動作が徹底され、無災害達成の一助となりました。 

（安全衛生活動の好事例③） 
〇道路 切削・舗装時における安全対策 
・道路駐車場 ：岸壁が供用中のため、トラックの転回場を確保しながら施工を進める必要があっ
たことから、漁業関係者より稼働日を聞き取りの上、漁業活動の支障とならない日に転回場所と
なる起点部を施工しました。 
・11m道路：切削作業を行う道路沿線に鉄工所があり、１時間程度通行できなくなることから、
地域住民の理解を求めるための周知や説明を適宜行いました。 

建設事業無災害表彰は、労働者災害補償保険の保険料（概算又は確定）の額が１６０万円以上

の建設工事現場において、その工期中に労働災害を発生させていない事業場からの申請により、

厚生労働省労働基準局長名による表彰状を授与するものです。 


